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「
責
任
あ
る
積
極
財
政
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

高
市
総
理
の
「
責
任
あ
る
積
極
財
政
」
に
つ
い
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

「
責
任
あ
る
積
極
財
政
」
の
「
責
任
あ
る
」
の
意
味
、
具
体
的
内
容
如
何
。 

二 

片
山
財
務
大
臣
や
城
内
実
経
済
財
政
政
策
担
当
大
臣
ら
が
役
員
を
務
め
る
自
民
党
の
「
財
政
政
策
検
討
本
部
」
（
本
部

長
・
西
田
昌
司
参
院
議
員
）
が
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
二
四
（
骨
太
の
方
針
）
に
向
け
た
提
言
」

（
二
〇
二
四
年
六
月
六
日
）
を
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
提
言
に
盛
り
込
ま
れ
た
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
、
高
市
総
理
の
見
解

を
問
う
。 

 

１ 

「
国
債
発
行
は
孫
子
の
借
金
で
は
な
い
。
孫
子
へ
の
貯
蓄
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
総
理
も
同
じ
見
解
か
。
国
債

の
発
行
は
国
に
と
っ
て
は
負
債
と
な
る
一
方
、
国
民
に
は
資
産
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
国
民
の
側
か
ら
す
る

と
「
孫
子
へ
の
貯
蓄
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
見
解
如
何
。 

 

２ 

国
債
の
発
行
（
借
金
）
は
、
こ
れ
ま
で
財
務
省
等
に
よ
れ
ば
「
孫
子
へ
の
負
担
の
先
送
り
」
「
借
金
の
将
来
世
代
へ
の

付
け
回
し
」
と
表
現
さ
れ
て
き
た
が
、
１
に
よ
れ
ば
、
国
民
に
は
「
貯
蓄
（
資
産
）
」
、
国
に
は
「
借
金
（
負
債
）
」
と

な
り
、
差
引
き
ゼ
ロ
で
は
な
い
か
。
ど
こ
が
「
負
担
の
先
送
り
」
「
付
け
回
し
」
な
の
か
。 



 

２ 

 

 
３ 

「
国
債
を
発
行
し
て
予
算
執
行
す
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
民
間
の
預
貯
金
が
増
え
る
」
に
つ
い
て
の
見
解
如
何
。 

 

４ 
「
国
債
の
償
還
は
税
金
で
は
な
く
、
借
換
債
の
発
行
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
」
は
事
実
か
否
か
。
金
利
の
支
払
い
の
原

資
は
ど
う
か
。 

 

５ 

「
日
銀
保
有
の
国
債
の
利
払
い
費
は
日
銀
法
に
基
づ
き
国
庫
納
付
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
日
銀
保
有
の
国
債
に
つ
い
て

は
、
そ
の
利
払
い
も
償
還
も
財
政
に
全
く
負
担
を
与
え
て
い
な
い
。
事
実
上
、
政
府
の
借
金
で
は
な
い
」
に
つ
い
て
の
見

解
如
何
。 

 

６ 

「
供
給
力
を
大
幅
に
上
回
る
需
要
が
生
じ
れ
ば
、
物
価
は
高
騰
す
る
。
国
債
の
発
行
は
イ
ン
フ
レ
率
が
極
端
に
高
く
な

ら
な
い
よ
う
に
機
動
的
に
管
理
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
「
国
債
発
行
に
量
的
な
制
限
は
な
い
が
、
生
産
力
や
供
給
力
に

は
限
界
が
あ
る
」
に
つ
い
て
の
見
解
如
何
。 

 

７ 

こ
の
関
連
で
、
減
税
や
積
極
財
政
を
推
進
す
る
と
さ
ら
な
る
イ
ン
フ
レ
を
招
き
、
か
え
っ
て
国
民
生
活
を
苦
し
め
る
と

い
う
考
え
が
あ
る
が
、
今
の
諸
般
の
状
況
に
鑑
み
て
、
今
回
の
補
正
予
算
の
執
行
に
よ
り
、
イ
ン
フ
レ
が
進
行
し
、
円
安

や
長
期
金
利
の
上
昇
が
続
く
と
考
え
て
い
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


